
  

 
 

霧島市届出避難所登録要領 

（目的） 

第１条 この要領は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第１項の規定

により市長が指定する指定避難所（以下「指定避難所」という。）とは別に、自主防災組織等

が集会所等において開設し、運営する避難所（以下「自主避難所」という。）を届出避難所と

して登録し、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、地域住民等が自主的に避難す

る場所を確保するとともに、市が避難者を把握し、必要な支援が円滑にできるようにすること

を目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）自主防災組織等 地区自治公民館、自治会、自主防災組織、事業所その他これに準ずる

ものとして市長が適当であると認めた組織をいう。 

（２）自主避難所 自主防災組織等が集会所等において自主的に開設し、運営する施設をいう。   

（３）届出避難所 自主避難所のうち、第４条の規定により登録を受けたものをいう。 

（４）災害 災害対策基本法第２条第１項第１号に規定するものをいう。 

（対象施設） 

第３条 届出避難所とすることができる施設は、集会所等であって、その管理者又は所有者が届

出避難所として使用することに同意している施設とする。 

２ 前項の施設は、想定される災害から身の安全を確保することができる立地、構造等を有する

ものとする。 

３ 指定避難所に指定されている施設であっても、指定避難所として開設する前段階や開設する

予定がない場合、届出避難所として使用することができる。 

（登録の届出等） 

第４条 届出避難所を設置しようとする自主防災組織等は、施設管理者等の合意を得たうえで、

届出避難所登録届出書（別記様式第１号）により市長に届け出ることができる。 

２ 市長は、前項により届出のあった避難所を届出避難所として登録し、届出避難所登録通知書

（別記様式第２号）により、届出を行った自主防災組織等（以下「届出者」という。）に通知

するものとする。 

 （開設及び運営並びに費用負担等） 

第５条 届出避難所の開設、運営にあたり、市は職員の派遣は行わない。 

２ 届出避難所の開設及び運営に係る経費は、届出者の負担とする。ただし、市の公共施設に 

あっては、その使用料について免除することができる。 

３ 大規模災害発生等により避難が長期化し、救援物資等が必要な場合、届出者は必要な救援物

資の種類及び数量を市に要請することで、指定避難所等の物資供給点で受領することができる。 

４ 介護施設等を届出避難所とする場合 

（１）避難に伴い発生した施設等の使用料については、届出者の負担とし、食事の提供を行った



  

 
 

場合、届出者は避難者に費用を負担させることができるものとする。また、介護サービス等

は、介護保険制度等に基づき行うものとする。 

（２）大規模災害が発生し災害救助法が適用された場合、引き続き、避難所として運営する場合、

市は福祉避難所に指定し、必要な支援を行うことができる。 

（届出避難所に対する支援） 

第６条 市は、届出避難所の登録を受けた施設に対し、次に掲げる支援を行う。 

（１）情報の提供 

（２）大規模災害時における支援物資等の供給（基本、自主受取り） 

２ 前項に規定する物品を消費したとき又は備蓄食料の保存期間を超過したときは市が補充する。 

 （市への報告） 

第７条 届出者は、次の各号に該当する場合、当該各号に定める事項を市長に報告するものとす

る。 

（１）届出避難所を開設したとき 届出避難所の開設日時 

（２）届出避難所に避難者があったとき 避難者の世帯・人員数 

（３）届出避難所を閉鎖したとき 届出避難所の閉鎖日時 

(訓練等による届出避難所の利用促進) 

第８条 届出者は、届出避難所を利用すると想定される地域住民に対して避難に係る訓練等を実

施し、届出避難所の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。 

2 市は、届出者から要請があったときは、訓練等の実施に協力するものとする。 

 （届出避難所の公表） 

第９条 市は、原則、届出避難所を公表するものとする。ただし、届出者から申出があった場合、

非公表、対象者や利用条件等を付記する等の処置を講ずることができる。 

 （事故等の損害賠償等） 

第１０条 届出避難所の開設及び運営に伴い、事故等により損害が生じることがあっても、市は

その責は負わない。 

 （登録内容の変更） 

第１１条 届出者は、登録内容に変更があったときは、その旨を届出避難所登録内容変更届出書

（別記様式第３号）により市長に届け出るものとする。 

（廃止の届出） 

第１２条 届出者は、届出避難所を廃止したいときは、その旨を届出避難所廃止届出書（別記様

式第４号）により、市長に届出るものとする。 

 （委任） 

第１３条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

 この要領は、令和８年５月１日から施行する。 



  

 
 

別記 

様式第１号（第４条関係） 

届出避難所登録届出書 

  年  月  日 

（あて先）霧島市長 

 次の集会所等を届出避難所としたいので、霧島市届出避難所登録要領第４条第１項の規定によ

り届け出ます。 

届 出 者 

団 体 名
ふ り が な

  

代表者氏名
ふ り が な

  

住 所 霧島市 

連絡先電話 固定・携帯 

届出避難所 

とする施設等 

名 称
ふ り が な

 
 

 

所 在 地 霧島市 

建物の構造 造     階建 

建 築 年 月 

年   月 

耐震改修工事を行っている場合の改修年月 

年   月 

収 容 人 数          名 

〔届出者と施設管理者

等が異なる場合〕 

施設管理者等の同意 

      

 

  

１ 受入れ可能な対象者の範囲 
  例 要配慮者、施設周辺の住民 
 

 

 

２ 利用条件等 
  例 食事の提供なし、支援者の同伴 
 

 

  

【記入上の留意事項】 

○「建物の構造」は、木造、鉄筋コンクリート造等の構造・階数を記入してください。 

○「収容人数」は、避難所の面積（平方メートル）を４で割った数としてください。 

○「届出者と施設管理者等が異なる場合」は、施設管理者等の署名をお願いします。 

○災害時の連絡先として、裏面に担当者の連絡先等を記載してください。 

○施設等の位置図を添付してください。



  

 
 

（裏面） 

 

届出避難所担当者連絡先一覧 

 

主担当者 

氏 名
ふ り が な

  

電 話 
固  定 

 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

副担当者 

氏 名
ふ り が な

  

電 話 

固  定 
 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

副担当者 

氏 名
ふ り が な

 
 

電 話 
固  定 

 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

 ※副担当者の人数は、事情に応じて増減することは差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

別記 

様式第２号（第４条関係） 

     

                      安 第   号 

           年  月  日 

           様 

                                    霧島市長 

 

届出避難所登録通知書 

 霧島市届出避難所登録要領第４条第２項の規定により、次のとおり届出避難所の登録をしまし

たので通知します。 

 登録番号  

届出避難所 

団 体 名
ふ り が な

  

代表者氏名
ふ り が な

                     

住 所 霧島市 

届出避難所開 

設時の報告事 

項等 

  

１ 報告内容 

・開設日時 

・避難者数（世帯数） 

・閉鎖日時 

２ 報告要領 

  開設時、閉鎖時及び必要の都度、電話やメールにて報告（様式なし） 

３ その他  

受入れ可能な

対象者の範囲

及び利用条件

等 

 

※市と届出者

との協議結果

に基づき決定 

１ 受入れ可能な対象者の範囲              

 

 

 

 

２ 利用条件等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

別記 

様式第３号（第１１条関係） 

届出避難所登録内容変更届出書 

      年  月  日 

（あて先）霧島市長 

 

 届出避難所の登録内容の変更があったため、霧島市届出避難所登録要領第１１条の規定により、

次のとおり届け出ます。 

 登録番号  

届 出 者 

団 体 名
ふ り が な

  

代表者氏名
ふ り が な

                     

住 所 霧島市 

連絡先電話 
固 定 

携 帯 

届出避難所 

名 称
ふ り が な

  

所 在 地 霧島市 

変更内容 

□ 届出者の変更 

□ 届出避難所担当者の変更 ※（裏面）に記載 

□ 届出避難所施設管理者等の変更 

□ その他（                      ） 

施設管理者等

の署名 

※届出避難所施設管理者等の変更があった場合のみ記入 

備  考                        

 

 

 

 

 



  

 
 

（裏面） 

 

届出避難所担当者連絡先一覧 

 

主担当者 

氏 名
ふ り が な

  

電 話 
固  定 

 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

副担当者 

氏 名
ふ り が な

  

電 話 

固  定 
 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

副担当者 

氏 名
ふ り が な

 
 

電 話 

固  定 
 

携  帯 
 

メール 

アドレス 

パソコン 
 

携  帯・ 

スマートフォン 

 

 ※副担当者の人数は、事情に応じて増減することは差支えないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

別記 

様式第４号（第１２条関係） 

届出避難所廃止届出書 

  年  月  日 

 

（あて先）霧島市長 

 

 次の届出避難所を廃止したので、霧島市届出避難所登録要領第１２条の規定により届け出ます。 

 登録番号  

届 出 者 

団 体 名
ふ り が な

  

代表者氏名
ふ り が な

                     

住 所 霧島市 

連絡先電話 
固 定 

携 帯 

廃 止 す る 

届出避難所 

名 称
ふ り が な

  

所 在 地 霧島市 

廃 止 日  

廃止理由  

備  考                   

 

 

 

 

 

 

 


